
非常変災時等の措置について【その他留意事項】 

 

※ 児童
じどう

が登校
とうこう

している場合
ばあい

や始業
しぎょう

時刻後
じ こ く ご

に上記
じょうき

の態様
たいよう

及
およ

び規模
き ぼ

の災害
さいがい

等
とう

が発生
はっせい

した場合
ばあい

は、児童
じどう

の自宅
じたく

周辺
しゅうへん

や通学
つうがく

路
ろ

の安全
あんぜん

と、保護者
ほ ご し ゃ

等
とう

の在宅
ざいたく

を確認
かくにん

したうえで、引渡し
 ひきわた

若
も

しくは教職員
きょうしょくいん

が引
いん

率
そつ

等
とう

を行
おこな

い下校
げこう

させます。ただし、校
こう

区内
くない

に「警戒
けいかい

レベル４（全員
ぜんいん

避難
ひなん

）」の発令
はつれい

がなされた場合
ばあい

、

校内
こうない

にて児童
じどう

の安全
あんぜん

確保
かくほ

に努
つと

め、待機
たいき

・避難
ひなん

させます。 

※ 登
とう

下校中
げこうちゅう

に災害
さいがい

等
とう

が発生
はっせい

した場合
ばあい

、その状 況
じょうきょう

に応
おう

じ、自宅
じたく

、学校
がっこう

園
えん

、その他
た

近
ちか

くの安全
あんぜん

な場所
ばしょ

等
とう

に避難
ひなん

することやどのような行動
こうどう

をとることが安全
あんぜん

確保
かくほ

につながるか等
とう

、事前
じぜん

に話
はな

し合
あ

っておい

てください。 

 


